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９
月
15
日
（
祝
）
13
時
よ
り
都
教
組
江
戸
川
支
部
会
館
に

於
い
て
第
37
回
定
期
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

新
木
副
議
長
の
司
会
で
始
ま
り
、
議
長
に
は
江
教
組
代
議

員
の
渡
辺
さ
ん
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
宇
田
川
議
長
の
主
催

者
挨
拶
の
後
、
来
賓
の
、
東
京
地
評
事
務
局
次
長
の
中
村
さ

ん
、
国
民
春
闘
江
戸
川
共
闘
会
議
議
長
の
田
嶋
さ
ん
、
東
京

土
建
江
戸
川
支
部
副
執
行
委
員
長
の
武
山
さ
ん
、
日
本
共
産

党
区
議
の
小
俣
さ
ん
・
大
橋
さ
ん
・
牧
野
さ
ん
。
太
田
さ
ん
、

東
部
会
計
江
戸
川
事
務
所
税
理
士
の
山
崎
さ
ん
、
東
京
東
部

法
律
事
務
所
弁
護
士
坂
本
さ
ん
、
江
戸
川
民
商
会
長
の
米
増

さ
ん
か
ら
ご
挨
拶
い
た
だ
き
ま
し
た
。
第
１
号
議
案
で
は
、

区
内
の
共
闘
組
織
と
共
同
行
動
発
展
の
た
め
全
力
を
上
げ
る

と
提
案
い
た
し
ま
し
た
が
、
「
付
言
」
と
し
て
、
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ユ
ニ
オ
ン
東
京
江
戸
川
支
部
は
、
江
戸
川
区
労
働
組

合
総
連
合
加
盟
組
織
の
な
か
で
は
登
録
人
数
が
最
大
の
団
体

で
す
。
江
戸
川
区
労
働
組
合
総
連
合
幹
事
会
で
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ユ
ニ
オ
ン
東
京
江
戸
川
支
部
で
の
処
分
を
重
く
受
け

止
め
、
そ
の
人
物
が
そ
の
後
謝
罪
、
弁
財
、
反
省
、
当
該
の

自
粛
等
が
履
行
さ
れ
た
場
合
は
、
禊
を
し
た
も
の
と
解
し
て

上
述
の
行
動
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
人
物
は
現
在
も
一

切
禊
も
な
く
、
逆
に
開
き
直
る
姿
勢
を
し
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
人
物
を
団
体
役
員
、
事
務
局
員
等
に
就
任
さ
せ
て
い
る

団
体
と
は
、
信
義
則
上
活
動
を
共
に
行
わ
な
い
こ
と
を
決
定

し
て
い
ま
す
。
」
と
再
度
掲
載
し
て
提
案
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
第
２
議
案
、
第
３
議
案
、
第
４
議
案
・
第
５
議
案

ま
で
の
対
案
を
行
い
、
質
疑
・
討
論
で
も
反
対
意
見
も
出
な

か
っ
た
の
で
、
議
長
判
断
で
一
括
採
決
を
行
い
ま
し
た
。
す

る
と
保
留
１
名
が
出
ま
し
た
が
、
他
の
代
議
員
全
員
の
賛
成

で
全
議
案
が
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
後
選
挙
管
理
委
員
長
か
ら
、
役
員
立
候
補
・
推
進
が

定
数
内
で
し
た
の
で
無
投
票
当
選
と
の
報
告
が
出
さ
れ
、
宇

田
川
議
長
の
紹
介
で
退
任
さ

れ
る
役
員
、
高
梨
副
議
長

（
Ｃ
Ｕ
江
戸
川
）
か
ら
退
任

挨
拶
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

閉
会
の
挨
拶
は
、
副
議
長

に
就
任
し
た
木
城
さ
ん
（
Ｃ

Ｕ
江
戸
川
）
が
行
い
、
団
結

頑
張
ろ
う
を
宇
田
川
議
長
の

音
頭
で
唱
和
し
て
、
無
事
第

37
回
定
期
大
会
は
終
了
い
た

し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ユ
ニ
オ
ン
東
京
江
戸
川
支
部

で
除
名
に
な
っ
た
人
物
か
ら

大
会
議
長
宛
に
封
書
が
、
事

務
所
ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ
ま
し
た
が
、
資
格
審
査
委
員
会
と
議
事
運
営

委
員
会
で
協
議
さ
れ
、
怪
文
書
扱
い
で
返
信
し
ま
し
た
。

２
０
２
６
年
度
新
役
員

議

長

宇
田
川

耕
史
（
再
任
）
都
教
組
江
戸
川
支
部

副
議
長

新
木

輝
代

（
再
任
）
Ｃ
Ｕ
江
戸
川
支
部

小
林

隆
昭

（
再
任
）
Ｃ
Ｕ
江
戸
川
支
部

木
城

幸
二

（
新
任
）
Ｃ
Ｕ
江
戸
川
支
部

事
務
局
長

三
枝

繁
一

（
再
任
）
幹
事
会
推
薦

幹

事

髙
橋

士
朗

（
再
任
）
年
金
者
組
合
江
戸
川
支
部

村
越

拓
也

（
再
任
）
Ｃ
Ｕ
江
戸
川
支
部

小
池

孝
之

（
再
任
）
都
教
組
江
戸
川
支
部

吉
田

相
美

（
再
任
）
福
祉
保
育
労
な
の
花
分
会

露
木

洋
行

（
再
任
）
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
日
本
ロ
ー
ル
支
部

日
影
舘

一

（
新
任
）
医
労
連
健
和
会
支
部
南
葛
医
協

会
計
監
査

高
木

明
子

（
再
任
）
都
教
組
江
戸
川
支
部

細
川

浩

（
再
任
）
年
金
者
組
合
江
戸
川
支
部
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１０／９（木）江戸川大運動実行委員会拡大事務局会議

１０（金）区労連事務局会議

１１（土）江戸川社保協なんでも相談会

１５（水）区労連第２回幹事会

１７（金）江戸川社保協事務局会議

２４（金）江戸川社保協怒りの宣伝・篠崎駅頭

２７（月）江戸川社保協幹事会

３１（金）労働関係相談センターオルグ会議

ＣＵ江戸川支部執行委員会

１１／７（金）区労連事務局会議

１１（火）江戸川大運動区民集会・提灯デモ

当面の活動 納税者の権利擁護税務行政の
民主化をめざす！

東部会計江戸川事務所

〒133－0065

東京都江戸川区南篠崎町3丁目27番5号

ＩＢＭ３番町ビル

ＴＥＬ03（3698）8000
ＦＡＸ03（3698）8008

労
働
相
談
・
紛
争
・
争
議

【
汐
夢
想
建
】

検
察
審
査
会
に
申
立
を
し
、
７
月
14
日
後
藤
弁
護
士
に

検
察
審
査
会
か
ら
「
本
件
不
起
訴
相
当
」
と
の
書
面
が
到

達
し
ま
し
た
。
裁
判
所
に
財
産
開
示
請
求
を
再
び
行
う
か
、

弁
護
士
会
を
通
じ
て
小
田
桐
氏
個
人
の
預
金
口
座
を
調
査

し
て
差
押
え
を
行
う
か
検
討
中
で
す
。

【
社
会
福
祉
法
人
つ
ば
き
土
の
会
】.

第
３
オ
ハ
ナ
か
ら
モ
グ
ラ
に
異
動
し
た
Y
さ
ん
の
未
払

い
分
に
つ
い
て
法
人
代
理
人
弁
護
士
と
交
渉
を
行
っ
て
い

ま
す
。

【
ラ
イ
ト
サ
ン
ズ
グ
ル
ー
プ
】

会
社
代
理
人
弁
護
士
の
代
理
権
が
消
滅
し
た
こ
と
で
分

割
払
い
恵
押
し
て
い
る
解
決
金
の
支
払
い
は
無
事
に
９
月

末
日
支
払
わ
れ
ま
し
た
。
最
後
の
10
月
末
日
の
振
込
が
履

行
さ
れ
る
の
か
が
心
配
で
す
。

【(

株)

W
】

団
体
交
渉
を
９
月
８
日
（
月
）
錦
糸
町
駅
横
の
喫
茶
店

で
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
会
場
を
指
定
し
た
の
は
相
手
方

で
、
当
労
働
組
合
は
「
解
雇
問
題
と
い
う
機
微
な
内
容
を

喫
茶
店
で
行
う
こ
と
を
心
配
す
る
」
と
話
し
ま
し
た
が
、

相
手
方
代
表
取
締
役
は
「
問
題
あ
り
ま
せ
ん
」
と
の
こ
と

な
の
で
応
諾
い
た
し
ま
し
た
。
案
の
定
、
隣
の
席
に
居
た

人
は
話
の
内
容
が
耳
に
入
り
怪
訝
そ
う
な
顔
を
し
て
、
責

を
立
ち
去
り
ま
し
た
。
相
手
方
代
表
者
は
、
当
該
は
理
容

師
の
業
務
委
託
で
あ
る
の
で
解
雇
で
は
な
い
と
主
張
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
労
働
基
準
法
に
お
け
る
労
働
者
性

の
判
断
は
「
使
用
従
属
性
」
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
ま
す
。
使
用
授
属
性
は

①
指
揮
監
督
下
の
労
ど
う

せ
あ
る
こ
と

②
報
酬
の
労
務
対
償
性
が
あ
る
こ
と

の

主
要
な
基
準
と
、
そ
れ
を
補
強
す
る
要
素
か
ら
総
合
的
に

判
断
さ
れ
ま
す
。
①
指
揮
監
督
下
の
労
働
と
は

・
仕
事

の
依
頼
や
業
務
指
示
に
対
す
る
諾
否
の
自
由
の
有
無

・

業
務
遂
行
上
の
指
揮
監
督
の
有
無

・
拘
束
性
の
有
無

・

代
替
性
の
有
無

②
報
酬
の
労
務
対
償
性
と
は

・
報
酬

が
、
指
揮
監
督
下
で
の
労
働
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
て

い
る
か

・
事
業
者
性
の
有
無

・
専
属
性
の
程
度

等

で
す
。
当
該
は
時
給
１
，
６
０
０
円
で
、
勤
務
時
間
は
10

時
～
18
時
、
仕
事
は
指
示
さ
れ
た
お
客
の
理
容
を
行
う
等

を
鑑
み
て
労
働
基
準
法
の
下
で
の
労
働
者
で
す
。
入
社
２

０
１
７
年
７
月
で
、
有
休
休
暇
も
与
え
ら
れ
ず
、
社
会
保

険
も
未
加
入
（
勤
務
は
１
日
８
時
間
、
週
４
日
の
32
時
間

労
働
）
と
い
う
脱
法
行
為
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

包
括
的
解
決
と
し
て
金
銭
解
決
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
、
回

答
を
９
月
22
日
17
時
限
り
と
し
ま
し
た
が
、
19
日
に
相
手

方
か
ら
連
絡
が
入
り
、
回
答
期
限
を
延
ば
し
て
ほ
し
い
と

の
こ
と
で
25
日
17
時
限
り
で
合
意
し
ま
し
た
。
25
日
の
15

時
40
分
に
相
手
方
か
ら
連
絡
が
入
り
、
要
求
に
応
諾
す
る

と
の
回
答
な
の
で
合
意
解
決
い
た
し
ま
し
た
。


